
二
二
東
京
裁
判

（
参
考
資
料
一
）

○
極
東
国
際
軍
事
裁
判
の
判
定

三
同
裁
判
を
め
ぐ
る
法
的
な
諸
問
題
に
関
し
て
は
種
々
の
議
論
が
あ
る
が
、
我
が
国
と
し
て
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（

い
わ
ゆ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
）
第
二
条
に
よ
っ
て
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
を
受
諾
し
て
い
る
。

一
東
京
裁
判
と
は
、
一
般
に
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
が
行
っ
た
裁
判
の
俗
称
で
あ
る
。

二
同
裁
判
所
は
、
昭
和
二
一
年
一
月
一
九
日
付
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
命
に
よ
り
、
極
東

に
お
け
る
重
大
戦
争
犯
罪
人
の
審
理
及
び
処
罰
の
た
め
、
東
京
を
常
設
地
と
し
て
設
置
さ
れ
、
同
年
五
月
三
日
に
開
廷
し
、

二
三
年
二
月
一
二
日
に
判
決
を
下
し
た
。
同
裁
判
所
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
に
基
づ
き
、
平
和
に
対
す
る
罪
を

含
む
犯
罪
に
つ
き
、
個
人
と
し
て
、
又
は
団
体
員
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
者
を
審
理
し
、
処
罰
す
る
権
限
を
有
し
、
ａ
平
和

に
対
す
る
罪
、
ｂ
通
例
の
戦
争
犯
罪
、
Ｃ
人
道
に
対
す
る
罪
を
同
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
犯
罪
と
し
た
。
裁
判
官
は
、

米
、
中
、
英
、
ソ
連
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
仏
、
オ
ラ
ン
ダ
、
｝
一
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

二
か
国
か
ら
任
命
さ
れ
、
裁
判
長
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ウ
ェ
ッ
ブ
判
事
が
任
命
さ
れ
た
。
東
条
英
機
元
首
相
ら
日

本
人
計
二
八
名
が
起
訴
さ
れ
、
内
七
名
が
死
刑
、
一
六
名
が
終
身
禁
固
刑
、
一
名
が
二
○
年
の
禁
固
刑
、
一
名
が
七
年
の
禁

固
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
（
こ
の
他
、
二
名
（
松
岡
洋
右
・
永
野
修
身
）
は
未
決
拘
禁
中
死
亡
、
一
名
（
大
川
周
明
）
は
精
神

異
常
に
よ
り
審
理
除
外
）
。

で

(‐
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口
メ
モ
）
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（
参
考
資
料
二
）

極
東
に
お
け
る
重
大
戦
争
犯
罪
人
の
公
正
か
つ
迅
速
な
審
理
及
び
処
罰
の
た
め
、
こ
こ
に
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
を
設
置

す
る
。
裁
判
所
の
常
設
地
は
、
東
京
と
す
る
。

第
五
条
人
及
び
犯
罪
に
関
す
る
管
轄

○
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
（
抄
）

一
九
四
六
年
一
月
一
九
日
付
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
宣
言
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
を
設
置
し
た
。

第
一
章
裁
判
所

第
一
条
裁
判
所
の
設
置

本
裁
判
所
条
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章
裁
判
所
の
構
成

注
（
訴
因
）
第
１
東
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
お
よ
び
イ
ン
ド
洋
と
、
そ
の
地
域
内
に
あ
る
諸
国
と
の
支
配

を
猿
得
す
る
た
め
に
、
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
う
共
同
謀
議
を
な
し
た
こ
と
。
第
”
中
国
に
対
し

て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
羽
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。

第
別
イ
ギ
リ
ス
連
邦
に
対
し
て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
躯
オ
ラ
ン
ダ
に
対
し

て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
銘
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。

第
弱
ハ
サ
ン
湖
で
ソ
ヴ
ェ
ト
に
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
鍋
ノ
モ
ン
ハ
ン
で
ソ
ヴ

ェ
ト
に
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
弘
通
常
の
戦
争
犯
罪
の
遂
行
を
命
令
し
、
授
権
し
、

許
可
し
た
こ
と
。
第
弱
．
捕
虜
と
一
般
抑
留
者
に
関
す
る
規
則
の
実
施
を
お
こ
た
っ
た
こ
と
。

〔
「
世
界
大
百
科
事
典
７
」
（
一
九
七
二
年
平
凡
社
刊
）
五
九
四
頁
（
寺
沢
一
執
筆
）
よ
り
引
用
〕

重
光
葵

で

第
”
、
羽
、
釦
、
兜
、
羽
、
弱

〃

(ｰ

国 （
二
口
メ
モ
）

東
京
裁
判
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（
注
ご
「

り
引
用
「

（
注
二
）
本
条
例
は
、
一
九
四
六
年
四
月
二
六
日
一
般
命
令
第
二
○
号
で
全
面
的
に
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
抄
出
し
て

い
る
第
一
条
及
び
第
五
条
に
実
質
的
な
改
正
は
な
い
。
す
な
わ
ち
第
五
条
Ｃ
の
「
戦
時
中
す
べ
て
の
一
般
人
民
に
対
し
て

」
が
「
戦
時
中
に
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

本
裁
判
所
は
、
平
和
に
対
す
る
罪
を
含
む
海

罪
人
を
審
理
し
、
処
罰
す
る
権
限
を
有
す
る
。

平
和
に
対
す
る
罪
を
含
む
犯

が
成
立
す
る
。

ａ
◆
平
和
に
対
す
る
罪
す
な
わ
ち
、
宣
戦
を
布
告
し
、
若
し
く
は
布
告
し
な
い
侵
略
戦
争
若
し
く
は
国
際
法
、
条
約
、
協

定
若
し
く
は
誓
約
に
違
反
す
る
戦
争
の
計
画
、
準
備
、
開
始
若
し
く
は
遂
行
又
は
こ
れ
ら
の
各
行
為
の
い
ず
れ
か
を
達
成

す
る
た
め
の
共
通
の
計
画
若
し
く
は
共
同
謀
議
へ
の
参
加

ｂ
・
通
例
の
戦
争
犯
罪
す
な
わ
ち
、
戦
争
の
法
規
ま
た
は
慣
例
の
違
反

Ｃ
・
人
道
に
対
す
る
罪
す
な
わ
ち
、
戦
前
若
じ
く
は
戦
時
中
す
べ
て
の
一
般
人
民
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
殺
人
、
職
滅
、

奴
隷
化
、
追
放
及
び
そ
の
他
の
非
人
道
的
行
為
又
は
犯
行
地
の
国
内
法
の
違
反
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
本
裁
判
所
の

管
轄
に
属
す
る
犯
罪
の
遂
行
と
し
て
、
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
し
て
行
な
わ
れ
た
政
治
的
若
し
く
は
人
種
的
理
由
に
基
づ

く
迫
害
行
為
上
記
犯
罪
の
い
ず
れ
か
を
犯
そ
う
と
す
る
共
通
の
計
画
又
は
共
同
謀
議
の
立
案
又
は
実
行
に
参
加
し
た
指

導
者
、
組
織
者
、
教
唆
者
及
び
共
犯
者
は
、
何
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
計
画
の
遂
行
上
行
な
わ
れ
た

導
者
、
組
織
者
、
教
唆
者
及
び
共
犯
垂

次
に
掲
げ
る
各
行
為
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
は
、
本
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
犯
罪
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
個
人
的
責
任

一
切
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
有
す
る
。

戦
争
犯
罪
裁
判
関
係
法
令
集
第
Ｉ
巻
」
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
一
九
六
三
）
四
○
、
四
二
頁
よ

懲

罪
に
つ
き
、
個
人
と
し
て
、
又
は
団
体
員
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
極
東
戦
争
犯

馨

眉（
二
口
メ
モ
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裁
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（
参
照
条
文
）

○
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
抄
）昭
和
二
六
年
九
月
八
日

昭
和
二
六
年
二
月
一
八
日

昭
和
二
六
年
一
一
月
二
八
日

昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日

昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日

（
質
問
主
意
書
・
答
弁
書
）

日
本
国
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
並
び
に
日
本
国
内
及
び
国
外
の
他
の
連
合
国
戦
争
犯
罪
法
廷
の
裁
判
を
受
諾
し
、
且
つ
、

日
本
国
で
拘
禁
さ
れ
て
い
る
日
本
国
民
に
こ
れ
ら
の
法
廷
が
課
し
た
刑
を
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
拘
禁
さ
れ
て
い

る
者
を
赦
免
し
、
減
刑
し
、
及
び
仮
出
獄
さ
せ
る
権
限
は
、
各
事
件
に
つ
い
て
刑
を
課
し
た
一
又
は
二
以
上
の
政
府
の
決
定
及

び
日
本
国
の
勧
告
に
基
く
場
合
の
外
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
が
刑
を
宣
告
し
た
者
に
つ
い
て

は
、
こ
の
権
限
は
、
裁
判
所
に
代
表
者
を
出
し
た
政
府
の
過
半
数
の
決
定
及
び
日
本
国
の
勧
告
に
基
く
場
合
の
外
、
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
に
つ
い
て

ｌ
極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
同
裁
判
を
め
ぐ
る
法
的
な
諸
問
題
に
関
し
て
、
種
々
の
議
論
が
あ
る
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
が
、
国
と
国
と
の
間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
我
が
国
は
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
つ

第
十
一
条 て

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
署
名

批
准
批
准
書
寄
託

効
力
発
生

公
布
（
条
約
第
五
号
）

（
昭
六
二
・
五
・
一
五
対
滝
沢
幸
助
・
衆
）

<ー

國 （
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Ｉ

（
国
会
答
弁
例
）

舜
蠕
崎
轆
轤
轤
哩
恥
一
埼
一
齪
一
拙
一

○
西
村
（
熊
）
政
府
委
員
平
和
条
約
と
安
全
保
障
条
約
に
つ
き
ま
し
て
、
簡
単
に
逐
条
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。
・
・
・
第

十
一
条
は
戦
犯
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
戦
犯
に
関
し
ま
し
て
は
、
平
和
条
約
に
特
別
の
規
定
を
置
か
な
い
限
り
、
平
和

条
約
の
効
力
発
生
と
同
時
に
、
戦
犯
に
対
す
る
判
決
は
将
来
に
向
っ
て
効
力
を
失
い
、
裁
判
が
ま
だ
終
っ
て
い
な
い
者
は
釈
放

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
国
際
法
の
原
則
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
十
一
条
は
そ
う
い
う
当
然
の
結
果
に
な
ら
な
い
た

め
に
置
か
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
第
一
段
に
お
き
ま
し
て
、
日
本
は
極
東
軍
事
裁
判
所
の
判
決
そ
の
他
各
連
合
国
の
軍

事
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
し
た
裁
判
を
承
諾
い
た
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
後
段
は
内
地
に
お
い
て
服
役
し
て
お
り

ま
す
戦
犯
に
つ
き
ま
し
て
、
日
本
が
判
決
の
執
行
の
任
に
当
る
と
い
う
こ
と
と
、
こ
う
い
う
人
た
ち
の
恩
赦
、
釈
放
、
減
刑
な

ど
に
関
す
る
事
柄
は
、
日
本
政
府
の
勧
告
に
応
じ
て
、
判
決
を
下
し
た
連
合
国
政
府
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
、
極
東
軍
事
裁
判

所
の
下
し
た
判
決
に
つ
き
ま
し
て
は
、
連
合
国
の
過
半
数
に
よ
っ
て
決
定
す
る
、
こ
う
い
う
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。
従
い
ま
し

て
第
十
一
条
後
段
の
利
益
は
、
国
外
に
お
い
て
服
役
中
の
戦
犯
者
に
は
適
用
あ
り
ま
せ
ん
。
・
・
・

忌
纈
条
鰈
安
噸
約
噸
委
蝿
一
六
一
塗
拙
一

○
国
務
大
臣
（
大
橋
武
夫
君
）
講
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
り
ま
し
て
裁
判
を
受
諾
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
被
告
人
に
対
し
ま

し
て
申
渡
さ
れ
た
裁
判
を
合
法
的
且
つ
最
終
的
の
も
の
と
し
て
、
日
本
国
政
府
が
承
認
を
す
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
お
る
と

て
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
を
受
諾
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

轡

霊

昌（
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口
メ
モ
） 東

京
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承
蕊
澤
竪
迩

○
小
和
田
政
府
委
員
土
井
委
員
御
承
知
の
と
お
り
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
第
十
一
条
に
規
定
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
日
本

国
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
並
び
に
日
本
国
内
及
び
国
外
の
他
の
連
合
国
戦
争
犯
罪
法
廷
の
裁
判
を
受
諾
し
、
且
つ
、
日
本

国
で
拘
禁
さ
れ
て
い
る
日
本
国
民
に
こ
れ
ら
の
法
廷
が
課
し
た
刑
を
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。
」
云
々
と
い
う
規
定
が
ご
ざ
い

ま
し
て
、
こ
こ
で
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
を
受
諾
す
る
と
い
う
こ
と
を
約
束
し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
小
和
田
政
府
委
員
・
・
・
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
第
十
項
に
言
っ
て
お
り
ま
す
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
、
そ
れ
が
具
体
的
に
実
施

に
移
さ
れ
た
も
の
と
し
て
極
東
軍
事
裁
判
と
い
う
も
の
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
意
味
に
お
き
ま
し
て
は

極
東
軍
事
裁
判
の
裁
判
の
結
果
と
い
う
も
の
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
十
項
に
言
っ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰

存
ず
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
そ
の
現
在
あ
り
ま
す
確
定
し
て
お
り
ま
す
る
と
こ
ろ
の
裁
判
に
つ
き
ま
し
て
、
日

本
政
府
の
立
場
か
ら
、
そ
の
手
続
な
り
或
い
は
内
容
に
つ
い
て
適
当
で
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
修
正
を

求
め
る
と
い
う
方
法
は
原
則
的
に
は
鎖
さ
れ
て
お
る
、
こ
う
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
併
し
な
が
ら
何
分
に
も
多
数
の
戦
犯

の
諸
君
の
数
で
ご
ざ
い
ま
す
る
し
、
又
遠
隔
の
、
殊
に
言
語
不
十
分
と
い
っ
た
よ
う
な
非
常
に
特
殊
な
環
境
の
も
と
に
裁
判
さ

れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
る
か
ら
、
今
後
調
査
に
よ
り
ま
し
て
、
個
々
的
に
い
ろ
い
ろ
不
適
当
で
は
な
い
か
と
認
め
ら
れ
る
よ

う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
都
度
外
交
上
の
手
段
を
通
じ
ま
し
て
、
で
き
得
る
限
り
是
正
の
道
を
図
る
と
い
う
の

が
、
こ
れ
は
政
府
と
し
て
当
然
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
事
柄
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
但
し
こ
れ
は
条
約
上
の
権
利
と
し
て
主

張
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
条
約
は
一
応
裁
判
を
日
本
国
が
受
諾
い
た
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
後
は
通
常
の
外

交
上
の
措
置
と
い
た
し
ま
し
て
、
で
き
る
限
り
政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
努
力
を
い
た
し
た
い
、
こ
う
い
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま

す
｡

で

〔‐

ヨ （
二
口
メ
モ
）

東
京
裁
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